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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

３．第49期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第47期中 第48期中 第49期中 第47期 第48期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 13,595 11,022 17,354 22,108 27,082 

経常利益（百万円） 2,127 1,199 2,662 2,255 3,742 

中間（当期）純利益

（百万円） 
1,317 735 1,709 1,339 2,317 

純資産額（百万円） 42,663 43,881 47,048 42,899 46,247 

総資産額（百万円） 45,446 46,853 51,607 44,898 51,020 

１株当たり純資産額

（円） 
2,211.87 2,275.26 2,439.13 2,221.62 2,393.75 

１株当たり中間（当期）

純利益金額（円） 
67.38 38.10 88.61 66.36 115.89 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益金額（円） 

－ － － － － 

自己資本比率（％） 93.9 93.7 91.1 95.5 90.6 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー（百万円) 
-807 2,841 -1,261 3,142 2,894 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー（百万円) 
-222 522 403 -282 -1,034 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー（百万円) 
-749 -243 -580 -896 -437 

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高

（百万円） 

9,818 16,720 13,757 13,558 15,116 

従業員数（人） 486 506 548 477 518 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

回次 第47期中 第48期中 第49期中 第47期 第48期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 13,101 10,703 16,776 21,258 26,306 

経常利益（百万円） 1,890 1,055 2,324 2,041 3,297 

中間（当期）純利益

（百万円） 
1,126 627 1,460 1,202 1,956 

資本金（百万円） 8,360 8,360 8,360 8,360 8,360 

発行済株式総数（千株） 20,047 20,047 20,047 20,047 20,047 

純資産額（百万円） 41,238 42,342 44,789 41,509 44,318 

総資産額（百万円） 43,887 45,239 49,170 43,444 48,942 

１株当たり純資産額

（円） 
2,138.00 2,195.48 2,322.45 2,149.69 2,293.93 

１株当たり中間（当期）

純利益金額（円） 
57.62 32.52 75.72 59.40 97.37 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益金額（円） 

－ － － － － 

１株当たり配当額（円） 7.50 10.00 10.00 20.00 40.00 

自己資本比率（％） 94.0 93.6 91.1 95.5 90.6 

従業員数（人） 372 385 398 369 392 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。 

 なお、当社グループは単一セグメントであります。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

  

連結子会社 

 （注）１．上記の連結子会社は、特定子会社に該当しておりません。 

    ２．上記の連結子会社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社ではありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 事業の種類別セグメントを記載していないため、業務部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。 

 （注） 従業員数には、契約社員、パート社員（23人）は含まれておりません。 

(2) 提出会社の状況 

 （注） 従業員数には、他社への出向社員（９人）および契約社員、パート社員（23人）は含まれておりません。 

(3) 労働組合の状況 

 当社には、昭和39年６月より、企業の平和および繁栄と従業員の労働条件の安定及び改善を図るため、労使が協

議することを目的として新川労働組合が結成されており、極めて円満な関係を維持しております。なお、所属上部

団体はありません。 

 平成18年９月30日現在の組合員数は235人であります。 

名称 住所 資本金 
主要な 
事業の内容 

議決権の 
所有割合 
(％) 

関係内容 

役員の兼任 

資金 
援助 

営業上の 
取引 

設備の 
賃貸借 

業務 
提携等 

当社 
役員 
(名) 

当社 
従業員 
（名） 

SHINKAWA 

PHILIPPINES, 

INC. 

フィリピン共

和国 マンテ

ィンルパ市 

フィリ

ピンペ

ソ 

10,523 

千 

半導体製造装

置の保守サー

ビス 

100 1 1 なし 

当社製品の

保守サービ

ス 

なし なし 

  平成18年９月30日現在

業務部門の区分 従業員数（人） 

生産部門 250 

営業部門 194 

一般管理および研究開発部門 104 

合計 548 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 398 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における半導体・エレクトロニクス業界は、携帯電話やパソコン、デジタル家電の需要に支

えられ好調に推移しました。 

当社グループの顧客である半導体メーカーおよび組立専業メーカーにおきましても、液晶関連等、一部の製品分野

では在庫調整に起因する投資抑制の動きが見られましたが、高水準の半導体需要を背景に、全体としては高い投資

水準が持続いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは主力のワイヤボンダの新製品UTC-2000を市場投入し、顧客の高度化する

技術的要求とコストダウン要求に応えるとともに、生産面では顧客の要望する短納期への対応を推進し、拡販に努

めてまいりました。その結果、当社グループの売上高は、17,354百万円（前年同期比57.5％増）、営業利益2,581

百万円（同148.5％増）、経常利益2,662百万円（同122.0％増）、中間純利益1,709百万円（同132.6％増）となり

ました。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 日本では、国内半導体メーカーの受注が拡大したこと及び子会社を経由せずに直接輸出をおこなっている台湾等

の受注が好調であったことから売上が増加し、売上高は17,042百万円（同56.7％増）、営業利益2,313百万円（同

166.8％増）となりました。 

 アメリカでは、売上高は48百万円（同118.2％増）、営業利益９百万円（前年同期営業損失16百万円）となりま

した。 

 アジアでは、シンガポール子会社が担当するシンガポール、マレーシアの顧客からの受注が増加したことから、

売上高は2,949百万円（前年同期比158.2％増）、営業利益266百万円（同236.7％増）となりました。 

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,261百万円の減少（前年同期は2,841百万円の増加）となりました。そ

の主な要因は、税金等調整前中間純利益2,571百万円、減価償却費435百万円に対し、売上債権の増加額3,385百万

円、たな卸資産の増加額262百万円、仕入債務の減少額762百万円の資金の減少要因があったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、403百万円の増加（前年同期は522百万円の増加）となりました。その主

な要因は、定期預金の預入による支出2,355百万円と有形固定資産の取得による支出585百万円のマイナス要因があ

った一方、定期預金の払い戻しによる収入2,613百万円、投資有価証券の売却等による収入900百万円のプラス要因

があったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは580百万円の減少（前年同期は243百万円の減少）となりました。主な要因

は、配当金の支払578百万円によるものです。 

以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前期末に比べ1,383百万円減少し、新

規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額23百万円と合わせ13,757百万円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当中間連結会計期間における品目別生産実績は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

品   目 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ワイヤボンダ 11,233 210.5 

ダイボンダ 2,773 109.6 

テープボンダ 1,484 112.5 

フリップチップボンダ 67 25.8 

その他装置 188 648.3 

補修部品 1,536 104.9 

合   計 17,281 158.0 

(2) 受注状況 

 当中間連結会計期間における品目別受注状況は次のとおりであります。 

   品  目 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

ワイヤボンダ 10,077 156.1 2,537 127.5 

ダイボンダ 2,772 105.6 963 97.3 

テープボンダ 565 46.1 207 29.0 

フリップチップ 

ボンダ 
20 5.4 10 9.3 

その他装置 141 246.4 33 115.6 

補修部品 1,403 95.4 280 51.6 

合  計 14,976 122.8 4,030 92.2 



(3) 販売実績 

 当中間連結会計期間における品目別販売実績は次のとおりであります。 

 （注）１. 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりであります。 

２．日本サムスン株式会社への当中間連結会計期間の販売実績は1,661百万円で、総販売実績に対する割合は

9.6％であります。 

３．ＴＩ(Philippines), Inc. への当中間連結会計期間の販売実績は1,390百万円で、総販売実績に対する割合

は8.0％であります。 

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

当社グループは、半導体組立工程で使用される製造装置の開発を主たる目的として、研究開発をおこなっておりま

す。半導体業界では日進月歩で技術革新を続けており、これに連動して顧客の当社製品への技術的な要求も高度化か

つ多様化しております。当社グループは、これらの顧客要求を満足することが企業としての使命であり、業界での地

位を確立する重要ポイントであると認識し、市場ニーズを先取りした製品開発に取り組んでおります。 

 当中間連結会計期間においては、主力のワイヤボンダUTC-2000のアップグレードの研究開発及びダイボンダ、テー

プボンダの新製品の研究開発に注力いたしました。 

なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は854百万円であります。 

品   目 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ワイヤボンダ 11,030 203.2 

ダイボンダ 3,080 120.4 

テープボンダ 1,466 114.6 

フリップチップボンダ 67 23.8 

その他装置 172 604.1 

補修部品 1,539 106.2 

合   計 17,354 157.5 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

日本サムスン株式会社 1,512 13.7 － － 

ＴＩ(Philippines), Inc. 1,232 11.2 － － 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2) 【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 80,000,000 

計 80,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月８日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 20,047,500 20,047,500 
東京証券取引所 

市場第一部 
－ 

計 20,047,500 20,047,500 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成18年４月１日～ 

平成18年９月30日 
－ 20,047,500 － 8,360 － 8,907 



(4) 【大株主の状況】 

（注）１．所有株式数、発行済株式総数に対する所有株式数の割合とも、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しており

ます。 

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

の所有株式数は、各行の信託業務に係るものです。 

３．上記のほか、自己株式が762千株あります。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託
口） 

東京都中央区晴海１丁目８－11 1,291 6.44 

みずほ信託退職給付信託東
京都民銀行口再信託受託者
資産管理サービス信託 

東京都中央区晴海１丁目８－12 960 4.79 

ザ チェース マンハッタ
ン バンク エヌ エイ 
ロンドン 
（常任代理人 株式会社み
ずほコーポレート銀行 兜
町証券決済業務室） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 
LONDON EC2P, ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

888 4.43 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１－５ 596 2.97 

株式会社アイ・アンド・イ
ー 

東京都渋谷区宇田川町33－７ 499 2.49 

ステート ストリート バ
ンク アンド トラスト 
カンパニー 505103 
（常任代理人 株式会社み
ずほコーポレート銀行 兜
町証券決済業務室） 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

453 2.26 

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11－３ 442 2.20 

シーエムビーエル エス 
エー リ ミューチャル 
ファンド 
（常任代理人 株式会社み
ずほコーポレート銀行 兜
町証券決済業務室） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 
LONDON EC2P, ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

441 2.20 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀
行 

東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 419 2.09 

とみんリース株式会社 東京都千代田区神田小川町３丁目３ 405 2.02 

計 ────── 6,398 31.91 



４．モルガン・スタンレー証券株式会社から、平成18年６月21日付の大量保有報告書に係る変更報告書の写しの送

付があり、平成18年６月16日現在で2,689千株を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として

当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま

せん。 

なお、モルガン・スタンレー証券株式会社の大量保有報告書に係る変更報告書の写しの内容は以下のとおりで

あります。 

氏名又は名称 住所又は本店所在地 
保有株券等の数 
（千株） 

株券等保有割合 
（％） 

モルガン・スタンレー証券株式
会社 

東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３ 6 0.02 

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インコーポレ
ーテッド 

1585 Broadway, New York, NY 10036 462 2.30 

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インターナシ
ョナル・リミテッド 

25 Cabot Square Canary Wharf London  
E14 4QA U.K. 

292 1.45 

モルガン・スタンレー・インベ
ストメント・マネジメント・リ
ミテッド 

25 Cabot Square Canary Wharf London  
E14 4QA U.K. 

500 2.49 

モルガン・スタンレー・インベ
ストメント・マネジメント・イ
ンク 

1221 Avenue of the Americas, New  
York, NY 10020, USA 

1,427 7.12 

計 ────── 2,689 13.41 



(5) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株（議決権の数16個）含まれ

ております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   762,500 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,256,000 192,560 － 

単元未満株式 普通株式   29,000 － 
１単元（100株）未

満の株式 

発行済株式総数 20,047,500 － － 

総株主の議決権 － 192,560 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

株式会社新川 
東京都武蔵村山市伊

奈平２丁目51－１ 
762,500 － 762,500 3.80 

計 － 762,500 － 762,500 3.80 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 3,290 3,400 3,150 3,020 2,835 2,735 

最低（円） 2,835 2,955 2,635 2,590 2,600 2,485 



３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1) 新任役員 

 該当事項はありません。 

(2) 退任役員 

 該当事項はありません。 

(3) 役職の異動 

（注） 取締役長野高志は、平成18年７月１日よりSHINKAWA (SHANGHAI) CO., LTD. 董事長兼総経理を兼任しておりま

す。 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 － 取締役 技術サービス部長 長野 高志 平成18年７月１日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間財務諸表について、アーク監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   19,921   16,337   17,954  

２．受取手形及び売掛
金 

※１  5,821   12,103   8,684  

３．たな卸資産   2,996   4,546   4,252  

４．繰延税金資産   1,034   508   667  

５．その他   221   299   565  

  貸倒引当金   △41   △85   △62  

流動資産合計   29,953 63.9  33,708 65.3  32,061 62.8 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1) 建物及び構築物 ※３ 11,441   11,586   11,454   

減価償却累計額  △8,336 3,105  △8,718 2,868  △8,534 2,921  

(2) 機械装置及び運
搬具  1,320   1,811   1,651   

減価償却累計額  △1,125 194  △1,331 479  △1,223 428  

(3) 土地   4,929   4,929   4,929  

(4) その他  1,568   1,542   1,604   

減価償却累計額  △1,382 186  △1,361 181  △1,361 243  

有形固定資産合計   8,414 18.0  8,457 16.4  8,521 16.7 

２．無形固定資産           

(1) その他   157   63   160  

無形固定資産合計   157 0.3  63 0.1  160 0.3 

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   5,504   6,616   7,996  

(2) 繰延税金資産   1,364   555   279  

(3) その他   1,462   2,210   2,004  

   貸倒引当金   △1   △1   △1  

投資その他の資産
合計   8,329 17.8  9,379 18.2  10,278 20.1 

固定資産合計   16,900 36.1  17,899 34.7  18,959 37.2 

資産合計   46,853 100  51,607 100  51,020 100 

                      

 



  
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   1,772   2,216   2,940  

２．未払法人税等   87   784   145  

３．製品保証引当金   311   277   290  

４．その他の引当金   －   72   －  

５．その他   522   804   1,196  

流動負債合計   2,692 5.7  4,153 8.0  4,571 9.0 

Ⅱ 固定負債           

１．その他の引当金   271   252   192  

２．その他   2   153   1  

固定負債合計   272 0.6  405 0.8  193 0.4 

負債合計   2,964 6.3  4,559 8.8  4,764 9.3 

 



  
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   8 0.0  － －  9 0.0 

                      

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   8,360 17.8  － －  8,360 16.4 

Ⅱ 資本剰余金   8,907 19.0  － －  8,907 17.5 

Ⅲ 利益剰余金   26,714 57.0  － －  28,103 55.1 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   1,553 3.3  － －  2,395 4.7 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △15 △0.0  － －  122 0.2 

Ⅵ 自己株式   △1,639 △3.5  － －  △1,640 △3.2 

資本合計   43,881 93.7  － －  46,247 90.6 

負債、少数株主持分
及び資本合計   46,853 100  － －  51,020 100 

                      

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                     

 １．資本金     － －   8,360 16.2   － － 

 ２．資本剰余金     － －   8,907 17.3   － － 

 ３．利益剰余金     － －   29,152 56.5   － － 

 ４．自己株式     － －   △1,642 △3.2   － － 

  株主資本合計     － －   44,777 86.8   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評

価差額金 
    － －   2,064 4.0   － － 

 ２．為替換算調整勘定     － －   198 0.4   － － 

評価・換算差額等合

計 
    － －   2,262 4.4   － － 

Ⅲ 少数株主持分     － －   9 0.0   － － 

純資産合計     － －   47,048 91.2   － － 

負債純資産合計     － －   51,607 100.0   － － 

            



②【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 

（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   11,022 100  17,354 100  27,082 100 

Ⅱ 売上原価   7,418 67.3  11,286 65.0  17,773 65.6 

売上総利益   3,604 32.7  6,067 35.0  9,309 34.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費           

１．営業サービス費  119   210   592   

２．従業員給与賞与  551   816   1,301   

３．製品保証引当金繰
入額  311   277   290   

４．その他の引当金繰
入額  9   146   55   

５．試験研究費  568   854   1,298   

６．その他  1,007 2,565 23.3 1,182 3,486 20.1 2,244 5,780 21.3 

営業利益   1,039 9.4  2,581 14.9  3,529 13.0 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  18   43   54   

２．受取配当金  66   52   99   

３．為替差益  87   －   97   

４．その他  37 208 1.9 23 118 0.7 54 304 1.1 

Ⅴ 営業外費用           

１．為替差損  －   17   －   

２．たな卸資産廃棄損  43   7   81   

３．賃貸原価  －   9   9   

４．その他  5 48 0.4 3 37 0.2 1 91 0.3 

経常利益   1,199 10.9  2,662 15.3  3,742 13.8 

Ⅵ 特別損失           

１．無形固定資産除却
損 

 ※１ － － － 91 91 0.5 － － － 

税金等調整前中間
（当期）純利益   1,199 10.9  2,571 14.8  3,742 13.8 

法人税、住民税及び
事業税  41   753   125   

法人税等調整額  423 464 4.2 110 862 5.0 1,300 1,425 5.3 

少数株主利益又は少
数株主損失（△）   △0 △0.0  △0 △0.0  △0 △0.0 

中間（当期）純利益   735 6.7  1,709 9.8  2,317 8.6 

                      



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高    8,907   8,907

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高    8,907   8,907

         

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高    26,270   26,270

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益   735 735 2,317 2,317

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金   241  434  

２．役員賞与   50 291 50 484

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高    26,714   28,103

      



中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高   
（百万円） 

8,360 8,907 28,103 △1,640 43,730 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注）     △579   △579 

役員賞与（注）     △82   △82 

中間純利益     1,709   1,709 

自己株式の取得       △2 △2 

自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合
計         （百万円) 

－ 0 1,048 △2 1,047 

平成18年９月30日 残高  
（百万円） 

8,360 8,907 29,152 △1,642 44,777 

 評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計  
 

その他有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高   
（百万円） 

2,395 122 2,516 9 46,256 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注）         △579 

役員賞与（注）         △82 

中間純利益         1,709 

自己株式の取得         △2 

自己株式の処分         0 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

△331 76 △255 0 △255 

中間連結会計期間中の変動額合
計         （百万円) 

△331 76 △255 0 792 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

2,064 198 2,262 9 47,048 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間 

（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー
計算書 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 1,199 2,571 3,742 

減価償却費  331 435 740 

退職給付引当金の増
加額（△減少額） 

 △83 60 △152 

貸倒引当金の増加額  1 23 21 

その他の引当金の増
加額 

 69 59 37 

受取利息及び受取配
当金 

 △84 △95 △153 

為替差損（△差益）  △26 5 △1 

たな卸資産廃棄損  43 － － 

有形固定資産売却益  － － △0 

有形固定資産除却損  － － 1 

無形固定資産除却損  － 91 － 

売上債権の減少額
（△増加額） 

 124 △3,385 △2,636 

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

 280 △262 △958 

仕入債務の増加額
（△減少額） 

 1,219 △762 2,272 

その他  △211 105 △47 

未収消費税等の減少
額 

 36 － － 

役員賞与の支払額  △50 △82 △50 

小計  2,847 △1,239 2,815 

利息及び配当金の受
取額 

 83 94 151 

法人税等の支払額  △89 △117 △72 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 2,841 △1,261 2,894 

 



  

前中間連結会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間 

（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー
計算書 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の預入によ
る支出 

 △3,201 △2,355 △2,649 

定期預金の払戻によ
る収入 

 3,544 2,613 3,385 

有形固定資産の取得
による支出 

 △272 △585 △619 

有形固定資産の売却
による収入 

 16 1 47 

無形固定資産の取得
による支出 

 △122 △12 △147 

投資有価証券の取得
による支出 

 △50 △100 △1,123 

投資有価証券の売却
等による収入 

 600 900 600 

貸付けによる支出  － △15 △10 

貸付金の回収による
収入 

 6 14 19 

その他の投資にかか
る支出 

 － △76 △538 

その他の投資の回収
による収入 

 0 17 1 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 522 403 △1,034 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

自己株式の取得によ
る支出 

 △2 △2 △3 

自己株式の売却によ
る収入 

 － 0 － 

配当金の支払額  △241 △578 △433 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △243 △580 △437 

 



  

前中間連結会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで）

当中間連結会計期間 

（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで）

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー
計算書 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 42 55 135 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

 3,162 △1,383 1,559 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 13,558 15,116 13,558 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額 

 － 23 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 16,720 13,757 15,116 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は、 

㈱エスケーティー（現社名：㈱新

川テクノロジーズ）、 

SHINKAWA KOREA CO., LTD.、 

SHINKAWA TAIWAN CO., LTD.、 

SHINKAWA (SHANGHAI) CO., LTD.、 

SHINKAWA SINGAPORE PTE. LTD.、 

SHINKAWA (THAILAND) CO., LTD.、 

SHINKAWA (MALAYSIA) SDN. BHD. 

およびSHINKAWA U.S.A., INC. 

の８社であり、すべての子会社を

連結しております。 

１．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は、 

㈱新川テクノロジーズ、 

SHINKAWA KOREA CO., LTD.、 

SHINKAWA TAIWAN CO., LTD.、 

SHINKAWA (SHANGHAI) CO., LTD.、 

SHINKAWA PHILIPPINES, INC.、 

SHINKAWA SINGAPORE PTE. LTD.、 

SHINKAWA (THAILAND) CO., LTD.、 

SHINKAWA (MALAYSIA) SDN. BHD. 

およびSHINKAWA U.S.A., INC. 

の９社であり、すべての子会社を

連結しております。 

 上記のうち、

SHINKAWA PHILIPPINES, INC.につ

いては、当中間連結会計期間より

事業活動を開始したため、連結の

範囲に含めております。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社は、 

㈱新川テクノロジーズ、 

SHINKAWA KOREA CO., LTD.、 

SHINKAWA TAIWAN CO., LTD.、 

SHINKAWA (SHANGHAI) CO., LTD.、 

SHINKAWA SINGAPORE PTE. LTD.、 

SHINKAWA (THAILAND) CO., LTD.、 

SHINKAWA (MALAYSIA) SDN. BHD. 

およびSHINKAWA U.S.A., INC. 

の８社であります。 

(2) 非連結子会社は、

SHINKAWA PHILIPPINES, INC.の１

社であります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 SHINKAWA PHILIPPINES, INC.

は、小規模であり、かつ、当連結

会計年度中は事業活動を行ってお

らず、総資産、売上高、当期損益

および利益剰余金等はいずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範囲から除

いております。 

２．持分法の適用に関する事項 

  該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社のうち、SHINKAWA 

(SHANGHAI) CO., LTD.の中間決算

日は６月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間決算日現在の財務諸

表を利用しております。ただし、

中間連結決算日までの期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

 その他の連結子会社の中間決算

日は中間連結決算日と一致してお

ります。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３．連結子会社の決算日等に関する

事項 

 連結子会社のうち、SHINKAWA 

(SHANGHAI) CO., LTD.の決算日は1

2月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、決算日現在の財務諸表を利用

しております。ただし、連結決算

日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。 

 その他の連結子会社の決算日は

連結決算日と一致しております。 

 



前中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券  

  償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

 たな卸資産のうち、製品及

び仕掛品は個別法に基づく原

価法、半製品及び原材料は移

動平均法に基づく低価法によ

っております。 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

建物及び構築物 10年～25年 

その他     ３年～４年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフト

ウエアについては社内におけ

る利用可能期間（３年）によ

る定額法によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 貸倒引当金は、売掛債権及

び貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額の設定を行っ

ております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

② 製品保証引当金 

 販売済製品に係る一定期間

内の無償サービスに要する費

用の発生に備えるため、実績

率を基にした会社所定の基準

により設定を行っておりま

す。 

② 製品保証引当金 

同左 

② 製品保証引当金 

同左 

③    ――――― ③ 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度における

支給見込額の当中間連結会計

期間負担額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号平

成17年11月29日）を適用して

おります。 

 これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純

利益は、それぞれ72百万円減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

③    ――――― 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

なお、数理計算上の差異に

ついては、発生の翌事業年度

に一括費用処理しておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。 

 なお、数理計算上の差異に

ついては、発生の翌事業年度

に一括費用処理しておりま

す。 

 



前中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益

及び費用は中間連結会計期間の

平均為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及

び資本の部における為替換算調

整勘定に含めて計上しておりま

す。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益

及び費用は中間連結会計期間の

平均為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めて計上しており

ます。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債は

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用

は連結会計年度の平均為替相場

により円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資本の部に

おける為替換算調整勘定に含め

て計上しております。 

(5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

(5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

(5) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

② 役員非適格退職年金に関す

る事項 

(イ)当社は、昭和62年５月１

日より役員非適格退職年金

制度を採用しております。 

② 役員非適格退職年金に関す

る事項 

――――― 

② 役員非適格退職年金に関す

る事項 

(イ)当社は、昭和62年５月１

日より役員非適格退職年金

制度を採用しております。 

(ロ)平成17年９月30日現在の

年金資産の額は、165百万円

であります。 

  (ロ)平成18年３月31日現在の

年金資産の額は、165百万円

であります。 

――――― （追加情報） 

 平成18年６月29日の定時株主

総会において、役員退職慰労金

規則の廃止およびこれに伴う取

締役および監査役に対する退職

慰労金の打ち切り支給を決議い

たしました。なお、従来採用し

ておりました役員非適格退職年

金につきましては払込を停止

し、役員が退職した時点で解約

するとともに打ち切り支給額を

支給することとなっておりま

す。 

 これに伴い、打ち切り支給額

137百万円を新たに長期未払金に

計上しております。 

――――― 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金からなっております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、47,039百万円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

――――― 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

───── （中間連結損益計算書） 

 「貸借原価」は、前中間連結会計期間は、営業外費用

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連

結会計期間において営業外費用の総額の100分の10を超

えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「賃貸原価」の金額は５

百万円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．   ――――― ※１．中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間連結会計

期間末日の残高に含まれておりま

す。 

受取手形 22百万円

※１．   ――――― 

 ２．   ―――――  ２．受取手形の裏書譲渡高は、４百

万円であります。 

 ２．受取手形の裏書譲渡高は、５百

万円であります。 

※３．有形固定資産に係る国庫補助金

による圧縮記帳累計額は、建物及

び構築物14百万円であります。 

※３．有形固定資産に係る国庫補助金

による圧縮記帳累計額は、建物及

び構築物14百万円であります。 

※３．有形固定資産に係る国庫補助金

による圧縮記帳累計額は、建物及

び構築物14百万円であります。 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．   ――――― ※１．無形固定資産除却損の内訳 

ソフトウェア 91百万円

※１．   ――――― 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加１千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少０千株であります。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式     

   普通株式 20,048 － － 20,048 

合計 20,048 － － 20,048 

 自己株式         

   普通株式 762 1 0 763 

合計 762 1 0 763 

  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 579 30  平成18年３月31日  平成18年６月29日

  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月17日 

取締役会 
普通株式 193 利益剰余金 10  平成18年９月30日  平成18年12月11日

前中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在) （平成18年９月30日現在) （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 19,921百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△ 3,201百万円

現金及び現金同等物 16,720百万円

現金及び預金勘定    16,337百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△ 2,581百万円

現金及び現金同等物 13,757百万円

現金及び預金勘定 17,954百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△ 2,837百万円

現金及び現金同等物 15,116百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 1,921 4,541 2,619 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 963 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 2,071 5,552 3,481 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1) 満期保有目的の債券  

  非上場外国債券 1,000 

(2) その他有価証券   

  非上場株式 63 

 合計 1,063 

 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 1,971 6,009 4,038 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1) 満期保有目的の債券  

  非上場外国債券 1,000 

(2) その他有価証券   

  非上場株式 987 

 合計 1,987 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

 当社グループが行っているデリバティブ取引は、 

① 組込デリバティブのリスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性があること。 

② 組込デリバティブと同一条件の独立したデリバティブが、デリバティブの特徴を満たすこと。 

③ 当該複合金融商品について、時価の変動による評価差額が当中間連結会計期間の損益に反映されないこ

と。 

のいずれの要件も満たしていないため、デリバティブを区分して時価評価して評価差額を当中間連結会計期間

の損益として処理しておりません。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 当社グループが行っているデリバティブ取引は、 

① 組込デリバティブのリスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性があること。 

② 組込デリバティブと同一条件の独立したデリバティブが、デリバティブの特徴を満たすこと。 

③ 当該複合金融商品について、時価の変動による評価差額が当中間連結会計期間の損益に反映されないこ

と。 

のいずれの要件も満たしていないため、デリバティブを区分して時価評価して評価差額を当中間連結会計期間

の損益として処理しておりません。 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 当社グループが行っているデリバティブ取引は、 

① 組込デリバティブのリスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性があること。 

② 組込デリバティブと同一条件の独立したデリバティブが、デリバティブの特徴を満たすこと。 

③ 当該複合金融商品について、時価の変動による評価差額が当連結会計年度の損益に反映されないこと。 

のいずれの要件も満たしていないため、デリバティブを区分して時価評価して評価差額を当連結会計年度の損

益として処理しておりません。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）、当中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）及び前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 当社グループは、半導体製造装置の製造、販売および販売済製品の保守サービスを事業として行っており、

当該事業以外に事業の種類がない単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報を作成しておりま

せん。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 
日本 

（百万円） 
アメリカ 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 10,112 15 895 11,022 － 11,022 

(2)セグメント間の内部売上高 762 8 247 1,017 (1,017) － 

計 10,874 22 1,142 12,038 (1,017) 11,022 

営業費用 10,007 38 1,064 11,109 (1,125) 9,983 

営業利益（△営業損失） 867 △16 79 930 109 1,039 

 
日本 

（百万円） 
アメリカ 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 14,766 14 2,574 17,354 － 17,354 

(2)セグメント間の内部売上高 2,277 35 375 2,686 (2,686) － 

計 17,042 48 2,949 20,040 (2,686) 17,354 

営業費用 14,729 39 2,683 17,451 (2,678) 14,773 

営業利益 2,313 9 266 2,589 (8) 2,581 

 
日本 

（百万円） 
アメリカ 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 24,462 31 2,589 27,082 － 27,082 

(2）セグメント間の内部売上高 2,225 14 654 2,894 (2,894) － 

 計 26,687 45 3,243 29,976 (2,894) 27,082 

営業費用 23,491 75 2,851 26,417 (2,865) 23,552 

営業利益（△営業損失） 3,196 △29 392 3,558 (29) 3,529 



 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アメリカ……アメリカ合衆国 

(2) アジア………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、タイ王国、マレーシア、 

        シンガポール共和国 

３．会計方針の変更（当中間連結会計期間）  

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3) ③に記載のとおり、当中間連結会計期

間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去または全社」の営業費用は72百万円増加し、営業

利益が同額減少しております。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア……………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国ほか 

(2) その他の地域……アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、ポルトガル共和国ほか 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,613 64 7,677 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 11,022 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
69.1 0.6 69.7 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 10,331 193 10,523 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 17,354 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
59.5 1.1 60.6 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 19,100 196 19,296 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 27,082 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
70.5 0.7 71.3 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

2,275円26銭 2,439円13銭 2,393円75銭 

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

38円10銭 88円61銭 115円89銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 
前中間連結会計期間 
(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで)

当中間連結会計期間 
(平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで)

前連結会計年度 
(平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで)

中間（当期）純利益（百万円) 735 1,709 2,317 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 82 

（うち、利益処分による役員賞与金） (－) （－） (82) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
735 1,709 2,235 

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,287 19,285 19,286 



(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  18,443   13,714   16,199   

２．受取手形 ※１ 384   742   612   

３．売掛金  5,421   11,942   7,989   

４．たな卸資産  2,815   4,258   4,043   

５．繰延税金資産  1,003   443   608   

６．その他 ※２ 199   228   511   

  貸倒引当金  △38   △83   △56   

流動資産合計   28,227 62.4  31,244 63.5  29,906 61.1 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※３          

 (1) 建物 ※４ 3,082   2,848   2,896   

 (2) 土地  4,929   4,929   4,929   

 (3) その他  353   635   648   

有形固定資産合計  8,364  18.5 8,412  17.1 8,473  17.3 

２．無形固定資産  156  0.3 60  0.1 156  0.3 

３．投資その他の資産           

 (1) 投資有価証券  5,756   6,891   8,248   

 (2) 繰延税金資産  1,351   533   259   

 (3) その他  1,386   2,031   1,901   

   貸倒引当金  △1   △1   △1   

投資その他の資産
合計  8,492  18.8 9,454  19.2 10,406  21.3 

固定資産合計   17,012 37.6  17,926 36.5  19,036 38.9 

資産合計   45,239 100  49,170 100  48,942 100 

                      

 



  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  1,769   2,156   2,953   

２．未払法人税等  38   702   42   

３．引当金  311   349   290   

４．その他  528   826   1,187   

流動負債合計   2,646 5.8  4,033 8.2  4,472 9.1 

Ⅱ 固定負債           

１．その他の引当金  249   200   151   

２．その他  1   148   1   

固定負債合計   250 0.6  348 0.7  152 0.3 

負債合計   2,897 6.4  4,381 8.9  4,624 9.4 

 



  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   8,360 18.5  － －  8,360 17.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  8,907   －   8,907   

２．その他資本剰余金  0   －   0   

資本剰余金合計   8,907 19.7  － －  8,907 18.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  2,090   －   2,090   

２．任意積立金  89   －   89   

３．中間（当期）未処
分利益  22,982   －   24,118   

利益剰余金合計   25,161 55.6  － －  26,296 53.7 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   1,553 3.4  － －  2,395 4.9 

Ⅴ 自己株式   △1,639 △3.6  － －  △1,640 △3.4 

資本合計   42,342 93.6  － －  44,318 90.6 

負債資本合計   45,239 100  － －  48,942 100 

                   

（純資産の部）                  

Ⅰ 株主資本                

１.資本金    － －  8,360 17.0   － －

２.資本剰余金             

（1）資本準備金  －   8,907   －    

（2）その他資本剰

余金 
 －   0   －    

資本剰余金合計   － －  8,907 18.1   － －

３.利益剰余金             

（1）利益準備金  －   2,090   －    

（2）その他利益剰

余金 
             

固定資産圧縮積

立金 
 －   73   －    

繰越利益剰余金  －   24,937   －    

利益剰余金合計    － －  27,100 55.1   － －

４. 自己株式    － －  △1,642 △3.3   － －

株主資本合計    － －  42,725 86.9   － －

Ⅱ 評価・換算差額等               

１．その他有価証券評

価差額金 
  － －  2,064 4.2   － －

評価・換算差額等合

計 
  － －  2,064 4.2   － －

純資産合計   － －  44,789 91.1   － －

負債純資産合計   － －  49,170 100   － －

                     



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで) 

当中間会計期間 
(平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   10,703 100  16,776 100  26,306 100 

Ⅱ 売上原価   7,320 68.4  11,117 66.3  17,580 66.8 

売上総利益   3,384 31.6  5,660 33.7  8,727 33.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   2,449 22.9  3,433 20.5  5,627 21.4 

営業利益   935 8.7  2,227 13.3  3,099 11.8 

Ⅳ 営業外収益 ※２  167 1.6  117 0.7  285 1.1 

Ⅴ 営業外費用 ※３  48 0.4  19 0.1  88 0.3 

経常利益   1,055 9.9  2,324 13.9  3,297 12.5 

Ⅵ 特別利益   2 0.0  － －  1 0.0 

Ⅶ 特別損失    － －  91 0.5  － － 

税引前中間（当期）
純利益   1,057 9.9  2,233 13.3  3,298 12.5 

法人税、住民税及び
事業税  3   656   5   

法人税等調整額  427 430 4.0 117 773 4.6 1,337 1,342 5.1 

中間（当期）純利益   627 5.9  1,460 8.7  1,956 7.4 

前期繰越利益   22,355   －   22,355  

中間配当額   －   －   193  

中間（当期）未処分
利益   22,982   －   24,118  

                      



③【中間株主資本等変動計算書】 

 当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

（注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による取崩し額９百万円および当中間会計期間に係る取崩

し額６百万円であります。 

   ２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

固定資産 
圧縮 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
8,360 8,907 0 8,907 2,090 89 24,118 26,296 △1,640 41,923 

中間会計期間中の変動額           

固定資産圧縮積立金の

取崩し（注）１． 
          △15 15 －   － 

剰余金の配当 

（注）２． 
            △579 △579   △579 

役員賞与（注）２．             △78 △78   △78 

中間純利益             1,460 1,460   1,460 

自己株式の取得                 △2 △2 

自己株式の処分     0 0         0 0 

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動 

額（純額） 

                    

中間会計期間中の変動額 

合計     （百万円） 
－ － 0 0 － △15 819 804 △2 802 

平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
8,360 8,907 0 8,907 2,090 73 24,937 27,100 △1,642 42,725 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
2,395 2,395 44,318 

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金の

取崩し（注）１． 
    － 

剰余金の配当 

（注）２． 
    △579 

役員賞与（注）２．     △78 

中間純利益     1,460 

自己株式の取得     △2 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動 

額（純額） 

△331 △331 △331 

中間会計期間中の変動額 

合計     （百万円） 
△331 △331 471 

平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
2,064 2,064 44,789 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

子会社株式  

移動平均法に基づく原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

子会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定） 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産 

 製品及び仕掛品は個別法に基

づく原価法、半製品及び原材料

は移動平均法に基づく低価法に

よっております。 

(2) たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物      15年～25年 

機械装置    ３年～４年 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエア

については社内における利用可

能期間（３年）による定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸倒引当金は、売掛債権及び

貸付金等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込

額の設定を行っております。 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 製品保証引当金 

 販売済製品にかかわる一定期

間内の無償サービスに要する費

用の発生に備えるため、当該実

績率を基にした会社所定の基準

により設定を行っております。 

(2) 製品保証引当金 

同左 

(2) 製品保証引当金 

同左 

 



前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

(3)     ――――― (3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ72百万円減少しておりま

す。 

(3)     ――――― 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

なお、数理計算上の差異につ

いては、発生の翌事業年度に一

括費用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異につ

いては、発生の翌事業年度に一

括費用処理しております。 

４．外貨建資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

４．外貨建資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

同左 

４．外貨建資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

５．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は44,789百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

――――― 



追加情報 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

─────  平成18年６月29日の定時株主総会に

おいて、役員退職慰労金規則の廃止お

よびこれに伴う取締役および監査役に

対する退職慰労金の打ち切り支給を決

議いたしました。なお、従来採用して

おりました役員非適格退職年金につき

ましては払込を停止し、役員が退職し

た時点で解約するとともに打ち切り支

給額を支給することとなっておりま

す。 

 これに伴い、打ち切り支給額137百

万円を新たに長期未払金に計上してお

ります。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．   ───── ※１．中間会計期間末日の満期手形の

会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

 なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次

の満期手形が中間連結会計期間末

日の残高に含まれております。 

受取手形 22百万円

※１．   ───── 

※２．仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺後の金額により流動資産

「その他」に含めて表示してお

り、その金額は138百万円であり

ます。 

※２．仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺後の金額により流動資産

「その他」に含めて表示してお

り、その金額は182百万円であり

ます。 

※２．   ───── 

※３．有形固定資産の減価償却累計額 

10,733百万円 

※３．有形固定資産の減価償却累計額

      11,258百万円 

※３．有形固定資産の減価償却累計額

10,985百万円 

※４．有形固定資産に係る国庫補助金

による圧縮記帳累計額は、建物14

百万円であります。 

※４．有形固定資産に係る国庫補助金

による圧縮記帳累計額は、建物14

百万円であります。 

※４．有形固定資産に係る国庫補助金

による圧縮記帳累計額は、建物14

百万円であります。 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１．有形固定資産の減価償却実施額 

304百万円 

１．有形固定資産の減価償却実施額

403百万円 

１．有形固定資産の減価償却実施額

684百万円 

無形固定資産の減価償却実施額 

13百万円 

無形固定資産の減価償却実施額

17百万円 

無形固定資産の減価償却実施額

28百万円 

※２．営業外収益のうち主な項目 ※２．営業外収益のうち主な項目 ※２．営業外収益のうち主な項目 

受取利息 4百万円

受取配当金 72百万円

為替差益 50百万円

受取利息 6百万円

有価証券利息 10百万円

受取配当金 64百万円

受取利息 8百万円

受取配当金 105百万円

為替差益 100百万円

※３．営業外費用のうち主な項目 ※３．営業外費用のうち主な項目 ※３．営業外費用のうち主な項目 

たな卸資産廃棄損 43百万円 たな卸資産廃棄損 7百万円

賃貸原価 9百万円

たな卸資産廃棄損 78百万円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

 自己株式の種類および株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加１千株であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少０千株であります。 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 普通株式 762 1 0 763 

     合計 762 1 0 763 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

2,195円48銭 2,322円45銭 2,293円93銭 

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

32円52銭 75円72銭 97円37銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 
前中間会計期間 

(平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間 
(平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで)

前事業年度 
(平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで)

中間（当期）純利益（百万円） 627 1,460 1,956 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 78 

（うち、利益処分による役員賞与金） (－) （－） (78) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
627 1,460 1,878 

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,287 19,285 19,286 



(2) 【その他】 

 平成18年11月17日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額……………………193百万円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成18年12月11日 

 （注） 平成18年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主、登録株式質権者または信託財産の受託者に

対し、支払いを行います。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度（第48期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

  平成18年９月29日関東財務局長に提出 

事業年度（第48期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 

事業年度（第47期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 

事業年度（第46期）（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 

(2) 半期報告書の訂正報告書 

  平成18年９月29日関東財務局長に提出 

中間会計期間（第48期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書

であります。 

中間会計期間（第47期中）（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書

であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月８日 

株式会社 新川   

 取締役会 御中  

 アーク監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 上田 正樹  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 赤荻 隆   ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社新川の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成

17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社新川及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月８日 

株式会社 新川   

 取締役会 御中  

 アーク監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 上田 正樹  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 赤荻 隆   ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社新川の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成

18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社新川及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月８日 

株式会社 新川   

 取締役会 御中  

 アーク監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 上田 正樹  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 赤荻 隆   ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社新川の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第48期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17

年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社新川の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月８日 

株式会社 新川   

 取締役会 御中  

 アーク監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 上田 正樹  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 赤荻 隆   ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社新川の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第49期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18

年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社新川の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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